
森林に太陽光発電設備を設置する場合の

許可が必要となる開発面積の基準が変わった

と聞いたけど、ホント？

ホントです。

、森林※1を開発して

太陽光発電設備を設置する場合、

その ものは、

になります※2 。
※３



※ 林地開発許可権限移譲市町にあっては、栃木県知事ではなく各市町⾧が林地開発許可
を行っています。
林地開発許可権限移譲市町（13市町）宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、

那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、那須町、那珂川町


